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 触知方向を考慮した識別しやすい凸バーの寸法                      

水平条件と垂直条件における評価
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緒言

国際的な高齢化の進展を背景として， 年に，我が国

の提案により，高齢者及び障害のある人々のニーズに対応

した規格作成配慮指針（  ）が制定され，

高齢者や障害者の機能障害や，その程度に応じた配慮すべ

き設計要素等が指針として示された．そして，この標準を

基本規格として，我が国では，多くの高齢者・障害者配慮

設計に関する標準が策定されている．
その一つが凸記号である．凸記号とは，消費生活製品の

操作部に触覚上の手掛かりとして付す突起物である．凸記

号により，視機能が低下した高齢者や視覚障害者が，晴眼

者と同じ製品を共有できるようになり，晴眼者にとっても

視覚に頼り難い状況下での手がかりとして有効である．ま

た，凸記号は凸点（凸状の丸い点；操作開始部に付す）と

凸バー（凸状の横バー；操作終了部に付す）といった単純

な形状であるため，触知に不慣れな中途失明者でも，容易

に知覚できる．凸記号の標準として， 年に日本工業規

格（：高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活製

品の凸記号表示）が発行され， 年には  を

参考に，国際規格（：
）が発行された．

一方，これらの標準が推奨する凸バーと凸点の寸法は，

モニター調査等が参考にされており，規定の根拠となる

客観的データが必ずしも十分であるとは言えない．今後，

凸記号に関する標準の改訂や国内外における関連規格の策

定を考慮すると，凸記号の推奨寸法に関する豊富な人間特

性データが不可欠である．特に，加齢によって指先の空間

分解能が低下する高齢者や，触知経験に乏しい中途失明者

でも識別できる寸法を明らかにすることは重要である．
先行研究において，筆者らは凸バーと凸点が触覚によっ

て識別可能な寸法の違いを明らかにした．この中で，

凸バーは実験参加者の人差し指の長軸に対して，長辺が直

角に交わるように提示された（以下，水平条件；図 参
照）．一方，筆者らが日本点字図書館を利用する視覚障害者

を対象に行ったヒアリングによると，日常生活において凸

バーを触知する主な方向は，水平条件に加えて，凸バーの

長辺と指の長軸方向が同じ向きで触れる条件（以下，垂直

条件；図 参照）であり，こうした触知する際の方向の

違いによって凸バーの識別しやすさが変わるといった意見

が得られた．また，凸バーの長辺が指に対して斜めに交わ

るように触れる場合は，すぐに凸バーを水平あるいは垂直

条件から触知し直すといった意見も得られた．以上より，

凸バーの推奨寸法を検討する上で，凸バーを水平条件で触

知する場合のみならず，垂直条件で触知する場合において

も識別しやすい寸法を明らかにすることは重要である．
 そこで本研究では，凸バーの触知方向として，水平条件

と垂直条件に着目し，いずれの条件においても，識別しや

すい凸バーの寸法の条件を明らかにすることを目的とした． 

方法

先行研究における水平条件による実験を踏襲し，同

様の方法により，新たに垂直条件の凸バーを識別する実験

を行った．本章では，各実験の方法を詳細に述べる． 

実験参加者
本実験では，触知経験が乏しい中途失明者にとって適切
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な寸法を明らかにするために，晴眼若年者（以下：晴眼者）

と晴眼高齢者（以下：高齢者）の視覚を遮断した上で，刺

激を触知させる実験を行った． 

水平条件における実験では，晴眼若年者  名（±
歳）と晴眼高年齢者  名（± 歳）が参加した．

垂直条件における実験では，晴眼若年者  名（±
歳），晴眼高年齢者  名（± 歳）が参加した．全て

の参加者は，手指や上肢に外傷や関連既往歴がなかった．
刺激
 凸バーは長辺，短辺を統制し，凸点は直径を統制した．

さらに，全ての刺激に関して，エッジの曲率半径（以下：

）を ，， の  条件で統制した（図  参照）．
 まず，凸バーの条件を具体的に述べる（表 参照）．

 と  の各条件では，短辺は ，，，
， の  条件とし，長辺は各短辺に加算する方法で

，，，， の  条件とした．
では，短辺を ，， の  条件とし，長辺は同様

の 条件であった．以上より，凸バーは計 条件であった．

次に，凸点の条件を述べる（表 参照）． と

 の各条件では，直径は ，，，，
の  条件とした．また， では，直径を ，，
の  条件とした．以上より，凸点は計  条件であった．刺

激の高さは，主観的に適切とされる  に定めた．設

計誤差は± であった．これらの寸法の条件は，凸

記号の標準が推奨する範囲を包含するように定めた．
は （直角）から，可能な限り大きな丸みとなる 
までとした．刺激は ×，厚さ  のアクリル

板の中央に位置するように切削した．
手続き

参加者は，視覚をカーテンで遮断された状態で，片手の

人差し指の腹と指先のみを用いて，ランダムに一つずつ提

示される刺激を触知した．参加者は，形状が識別できたら

指を離し，凸点であるか凸バーであるかを  肢強制選択で

回答した．ここまでの手続きを  試行とした．なお，既に

述べた通り，以上の手続きにおいて，先行研究では凸バー

は水平条件のみが提示され，今回新たに実施した実験では，

垂直条件のみが提示された．評価指標は，刺激を識別した

際の正答率と識別時間の  つを採用した．
試行数は，凸バーの  条件を各  試行，凸点の  条件

を各  試行行い同数（ 回）とした．これは凸バーが凸













点よりも多く提示される場合に，推測に基づき凸バーと回

答される傾向を排除するためである．実験時間は，練習試

行や休憩を含め  時間程度であった．本研究は，早稲田大

学の人を対象とする研究に関する倫理委員会の承認を得た．

結果

本章では先行研究による水平条件の凸バーの結果と，

新たに実施した垂直条件の凸バーの結果をまとめて述べる． 

正答率
 正答率の結果の詳細を，図  と図  に示す．全体の傾向

として，水平条件と垂直条件のいずれにおいても，参加者

の属性や凸バーの短辺及び  の寸法に関わらず，凸バーの

長辺と短辺の差が大きいほど，正答率が高かった．特に，

若年者では長辺，高齢者では長辺 において，

正答率が高い値で収束した．
また，水平条件と垂直条件を比べると，識別しやすい寸

法の条件に関して，顕著な傾向の違いは認められなかった．
識別時間
 識別時間の結果の詳細を，図  と図  に示す．全体の傾

向として，水平条件と垂直条件のいずれにおいても，参加

者の属性や凸バーの短辺及び  の寸法に関わらず，長辺と

短辺の差が大きいほど，識別時間が短かった． 
水平条件と垂直条件を比べると，若年者と高齢者のいず

れにおいても，全ての凸バーの条件において，垂直条件は

水平条件よりも識別時間が短かった．

考察

凸バーは，水平条件と垂直条件のいずれにおいても，長

辺と短辺の差が大きいほど正答率が増加する傾向であり，

若年者では長辺 以上，高齢者では長辺 以上

において正確に識別できた．先行研究によると，ヒトの指

先における空間分解能は，晴眼若年者（ 歳）では

，晴眼高年齢者（ 歳）では  の範

囲であり，これらの測定値は本実験の結果と矛盾

しない．従って，凸バーの識別においては，指先の空間分

解能が重要な因子であると考えられ，凸バーの長辺と短辺

の差がこの空間分解能の測定値を下回らない寸法で設計す

る必要がある．一方， らは，ヒトの人差し指の先端

部における空間分解能を測定した結果，指の長軸方向では

約  であり，その長軸に対して直交する方向では約

 であったことから，指先の空間分解能には異方性が

存在すると報告した．しかし，この差は  程度の僅

かな差であることから，このような指先における空間分解

能の異方性は，凸バーの識別容易性向上の観点からは，必

ずしも重要な影響を及ぼす因子ではなかったと考えられる．
 一方，垂直条件と水平条件のいずれも，長辺と短辺の差

の増大に伴い識別時間が増加するという同様の傾向が認め

られたものの，垂直条件は水平条件よりも，識別時間が顕

著に短かった．これは，垂直条件を触知する場合には，凸

バーの長軸方向と人差し指の中手指節関節の可動方向が一
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致するために，素早く人差し指を動かして，凸バーの長辺

を触察できたからだと考えられる．

結言
 本研究では，凸バーの触知方向として水平条件と垂直条

件に着目し，いずれの条件においても識別しやすい凸バー

の寸法の条件を明らかにすることを目的とした．実験の結

果，水平条件と垂直条件のいずれにおいても，若年者は凸

バーの長辺と短辺の差が  以上，高齢者ではその差が

 以上ある場合に，正確に識別できることが分かった．

また，垂直条件の凸バーは，水平条件と比べて，顕著に早

く識別できることが明らかとなった．これは，凸バーの長

辺の長軸方向と，人差し指の中手指節関節の可動方向が一

致することで，素早く触知できたためと考えられる．
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